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             大阪市都市景観委員会（第６６回） 

 

１．開催日時    令和５年８月１０日（木）午後３時００分～４時３５分 

２．開催場所    大阪市役所 Ｐ１階 共通会議室 

３．出 席 者 

      （１）委   員（敬称略） 

         委 員 長     嘉   名   光   市 

         委員長代理     加   我   宏   之 

         委   員     麻   生   美   希 

                   岡   井   有   佳 

                   小   谷   真   理 

                   清   水   陽   子 

                   中   嶋   節   子 

                   福   田   知   弘 

                   福   原   和   則 

                   堀   田   祐 三 子 

                   松   島   格   也 

      （２）府   側     馬   場   都市整備部住宅建築局建築環境課長 

      （３）市   側     片   岡   都市整備局企画部長 

                   山   村   建設局総務部管理課長 

                   平   野   建設局企画部長 

                   一 ツ 町   建設局都心活性化担当部長 

                   澤       建設局公園緑化部緑化課長 

                   吉   田   大阪港湾局開発調整担当部長 

                   西   江   計画調整局開発調整部長 

      事務局（計画調整局）   寺   本   計画調整局長 

                   花   澤   理事 

                   荒   木   計画部長 

                   齋   藤   都市景観担当課長 

                   相   本   都市景観担当課長代理 
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                   伊   東   デザイン施策担当課長代理 

                   髙   橋   都市計画課（都市景観）担当係長 

                   遠   藤   都市計画課（都市景観）担当係長 

                   古   家   都市計画課（都市景観）担当係長 

                   上 久 保   都市計画課（都市景観）担当係長 

                   大   西   都市計画課（都市景観）担当係員 

４．会議次第 

 １ 開     会 

 ２ 議     題 

    （１）御堂筋の景観誘導について 

    （２）その他 

 ３ 閉     会 

 

  〔配付資料〕 

   議題（１）御堂筋の景観誘導について 

   ○資料１－１ 御堂筋の景観誘導について（景観計画及び関連するガイドラインの 

          変更等について）【概要】 

   ○資料１－２ 大阪市景観計画変更（素案） 

   ○資料１－３ 御堂筋道路空間再編整備ガイドライン（みちガイドライン）（素 

          案） 

   ○資料１－４ 今後の進め方 

   ○参考資料１－１ 御堂筋デザインガイドライン〈まちなみ創造ガイドライン〉の 

            変更内容【概要】 

   ○参考資料１－２ 御堂筋デザインガイドライン（御堂筋本町北地区）変更（素 

            案） 

   ○参考資料１－３ 御堂筋デザインガイドライン（御堂筋本町南地区）変更（素 

            案） 

   ○参考資料１－４ なんば駅前広場について 

   議題（２）その他 

   ○資料２ 各部会の開催状況及び今後の委員会、部会の予定 
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５．議事の概要 

○事務局（相本） 

 定刻となりましたので、ただいまから第６６回大阪市都市景観委員会を開催させていた

だきます。 

 本日の進行を務めさせていただきます大阪市計画調整局計画部都市景観担当課長代理の

相本でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日の都市景観委員会には、委員１１名全員の出席をいただいておりますので、大阪市

都市景観委員会運営要綱第２条第３項の規定により、本委員会が有効に成立していること

をご報告させていただきます。 

 なお、岡井委員におかれましては、要綱の規定に基づきまして、事前に委員長の承諾を

いただいておりますので、ウェブ会議の方法で本委員会にご参加いただいております。ど

うぞよろしくお願いいたします。ウェブ会議でのご参加に当たりまして、マイクは基本的

にオフにしていただき、ご発言をされる際のみオンにしていただきますようよろしくお願

いいたします。ご発言の際は、手を挙げていただきますと、事務局から委員長へお伝えい

たします。委員長の許可を得た後、マイクをオンにしていただきまして、ご氏名から発言

いただきますようお願いいたします。 

 本委員会につきましては、大阪市都市景観委員会運営要綱第２条第１項の規定によりま

して、公開にて開催をさせていただきます。本日は、傍聴、報道ともご参加はございませ

んことを報告させていただきます。 

 それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をお願いいたします。資料の一番上が

議事次第、委員名簿、配席図をとじたものでございます。以降、議題ごとに資料を置かせ

ていただいております。まず、議題（１）御堂筋の景観誘導についての資料でございます。

資料１－１「御堂筋の景観誘導について（景観計画及び関連するガイドラインの変更等に

ついて）【概要】」、これがＡ３横の１枚ものです。続きまして、「大阪市景観計画変更

（素案）」が資料１－２となります。Ａ４縦の冊子になります。次に、「御堂筋道路空間

再編整備ガイドライン（みちガイドライン）（素案）」が資料１－３となります。Ａ４横

の冊子でございます。次に、「今後の進め方」が資料１－４になります。Ａ４横の１枚も

のでございます。続きまして、参考資料としまして、参考資料１－１「御堂筋デザインガ

イドライン〈まちなみ創造ガイドライン〉の変更内容【概要】」、Ａ３の横１枚のもので

ございます。参考資料１－２としまして「御堂筋デザインガイドライン（御堂筋本町北地



－4－ 

区）変更（素案）」の冊子。続きまして、参考資料１－３、同じくデザインガイドライン

の本町南地区の変更（素案）の冊子。そして、参考資料１－４「なんば駅前広場について」

というＡ３横の１枚ものでございます。続きまして、議題（２）その他の資料としまして、

資料２「各部会の開催状況及び今後の委員会・部会の予定」、Ａ４縦の１枚ものでござい

ます。そのほか、委員の皆様には都市景観委員会資料綴のファイルを卓上に準備しており

ます。委員会関係資料は以上でございます。不足がございましたら、審議中でも構いませ

んので、事務局までお申しつけください。 

 それでは、次第に従いまして進めさせていただきたいと存じます。これからの議事進行

につきましては、嘉名委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○嘉名委員長 

 皆さん、どうもこんにちは。暑い日が続いておりますけれども、くれぐれも体にご自愛

ください。 

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと思いますけれども、その前に、当委員会

については運営要綱第４条第３項に基づきまして議事録署名人を指名してお願いすること

としております。本日は小谷委員と清水委員のご両名にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

 それでは、議題に入っていきたいと思います。議題の（１）御堂筋の景観誘導について

事務局から説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

○事務局（齋藤） 

 都市景観担当課長の齋藤でございます。私のほうから議題（１）御堂筋の景観誘導につ

いてご説明させていただきます。 

 御堂筋の景観誘導につきましては、令和４年３月の第６３回都市景観委員会におきまし

て、道路空間と沿道敷地との一体的な景観誘導をめざして検討を進めるということを確認

いただきまして、今年３月の前回、第６５回の都市景観委員会におきまして、御堂筋デザ

インガイドライン区間の景観計画への位置づけ等及び道路と沿道敷地が一体となった景観

誘導についての方向性をご確認いただいたものでございます。今回、この方向性に沿って

景観計画の変更素案ですとか、御堂筋道路空間再編整備ガイドラインの素案を作成いたし

ましたので、その内容についてご説明いたします。 

 それでは、資料の１－１をご覧ください。同じものを前のスクリーンにもお出ししてお

りますけれども、ちょっと字が小さいかと思いますので、お手元の資料でもご確認いただ
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ければと思います。 

 御堂筋の景観誘導について、景観計画及び関連するガイドラインの変更等についてご説

明いたします。 

 こちらの資料は今回の変更等の内容を１枚にまとめた概要版となります。資料の上のほ

うに「官民共創による御堂筋のまちなみ創造に向けて」というふうに記載しておりますけ

れども、御堂筋の沿道では、平成２６年から地区計画ですとか御堂筋デザインガイドライ

ンに基づく事業者と本市との対話によるまちなみ創造に取り組んでまいりました。また、

近年では、御堂筋の側道の歩行者空間化に取り組んでおりまして、官民共創による御堂筋

のまちなみ創造が進められているという状況です。このような状況を捉えまして、大阪市

景観計画につきまして、御堂筋における景観誘導のあり方を整理いたしまして、御堂筋を

含む大阪市全域を網羅する総合的な計画となるよう、大阪市景観計画の一部を変更いたし

ます。 

 今回の具体的な景観計画の変更内容につきましては、この資料にありますとおり、左側

の１番、御堂筋デザインガイドライン区間の景観計画の位置づけ等、それから右側の２番

にあります道路と沿道敷地が一体となった御堂筋の景観誘導の、この２点が大きな柱とな

っております。 

 まず１点目、御堂筋デザインガイドライン区間の景観計画への位置づけ等のうち、①

「まちなみ創造区域」の創設についてご説明いたします。資料左側①のところでございま

す。御堂筋のうち、土佐堀通から長堀通の区間については、先ほど説明しましたとおり地

区計画ですとか御堂筋デザインガイドラインなどによる事業者と本市との対話・創造に基

づく景観誘導を実施してまいりました。このように、対話・創造型の景観誘導によって良

好なまちなみを形成してきた区域を対象としまして、景観計画における従来の「基本届出

区域」及び「重点届出区域」とは別に、対話・創造型をベースとした区域であることを明

確化するために、第３の区域として「まちなみ創造区域」を新たに定めるとともに、この

地区につきましては「御堂筋デザインガイドライン地区」として位置づけます。資料では

オレンジ色で着色し、赤色で表記した部分が今回創設します「まちなみ創造区域」でござ

います。この枠組みのイメージをその右側に示しておりますけれども、このオレンジ色の

ところ、まちなみ創造区域につきましては景観法に基づく基準型の景観誘導に加えまして、

要綱、デザインガイドラインに基づき事業者と大阪市で対話しながら事業者の創意工夫を

生かしたまちなみを創造していこうという仕組みでございまして、これは全国的にも先進
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的な景観誘導手法であると考えておりますけれども、これを景観計画に位置づけようとす

るものでございます。 

 次に、資料の左下②「大阪を代表するエリア」への位置づけでございます。景観計画で

は、眺望景観づくり及び夜間景観づくりを重点的に推進するエリアといたしまして、現在

は「大阪城公園周辺」、それから「中之島等」及び「ベイエリア」、これらを「大阪を代

表するエリア」として位置づけておりますけれども、今後は「御堂筋とその沿道」を新た

に位置づけることによりまして、御堂筋が景観計画において重要なエリアであるというこ

とを明確化いたします。資料では赤線で囲まれた赤色の部分を今回追加いたします「御堂

筋とその沿道」というエリアを示しております。 

 次に、２点目の柱の道路と沿道敷地が一体となった御堂筋の景観誘導についてでござい

ます。資料右側になりますけれども、御堂筋では、車中心から人中心の道路空間への転換

をめざして、平成３１年３月に「御堂筋将来ビジョン」を策定いたしまして、その実現に

向けたファーストステップといたしまして、側道の歩行者空間化に取り組んでおりますけ

れども、この整備に関しまして、シンボルストリートにふさわしい街路景観を創出するた

めの空間づくりですとかデザインの考え方などを示した「御堂筋道路空間再編整備ガイド

ライン」、通称「みちガイドライン」といいますけれども、これを策定いたします。また、

景観計画におきましては、景観重要公共施設であります御堂筋の整備の事項及び占用許可

の事項に関連づけるとともに、沿道敷地における各制度との整合を図り、道路と沿道敷地

が一体となった景観誘導を進めてまいりたいということで、資料では「みちガイドライン」

のイメージを示しております。それと、対象区域及びその範囲につきまして、平面及び断

面で示しているところでございます。 

 最後に、資料右下３番のところに参考として記載しておりますが、「御堂筋デザインガ

イドライン」の変更についてでございます。「御堂筋デザインガイドライン」につきまし

ては、平成２６年の運用開始から約１０年を経過したというところですけれども、この間

に誘導事例が蓄積されてきたということも踏まえまして、「誘導事例集」というものを追

加したり、これまでの対話の中で整理されてきた建築等に当たっての配慮していただく事

項の反映ですとか、分かりやすい説明の補足などによりましてガイドラインのほうも内容

を充実いたします。 

 これら「みちガイドライン」及び「御堂筋デザインガイドライン」の変更につきまして

は、後ほどまた各担当から説明させていただきます。 
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 資料１－１につきましては以上となります。 

 一通り資料の説明からさせていただきますので、続きまして資料１－２をご覧いただけ

ればと思います。 

 こちら、大阪市景観計画変更の素案となります。この資料は、これまでの景観委員会で

の議論を踏まえまして、それを反映した形での景観計画の変更（素案）になります。今回

の変更に当たる部分は赤字で記載しているところでございますけれども、本日の説明とい

たしましては、先ほどの資料１－１で説明した主な変更のポイントに沿ってご説明させて

いただきます。 

 まず１点目ですけれども、「まちなみ創造区域」の創設についてでございます。先ほど

の資料１－１でも説明させていただいた内容とも重複いたしますけれども、現在、景観計

画に定めております「基本届出区域」と「重点届出区域」に今般新たに「まちなみ創造区

域」を追加すると。あわせて、同区域内に「御堂筋デザインガイドライン地区」を設置す

るというものでございまして、資料の中では６１ページのところに景観計画の枠組み、そ

れから６２ページのところに景観計画の区域にそれぞれ「まちなみ創造区域」を追加する

ということと、６５ページのところに「まちなみ創造区域」の説明文を追加しております。

この区域名称としては「まちなみ創造区域」ですけれども、今回指定する１地区について

は「御堂筋デザインガイドライン地区」といたしまして、その範囲は６５ページの四角の

中に記載しているとおりですけれども、御堂筋の本町北地区及び本町南地区の地区計画に

定める区域としておりますが、これまでの「御堂筋デザインガイドライン」におきまして

規定しておりました範囲と同様に、本町通より南側の心斎橋筋に面する敷地で、御堂筋に

接していない敷地については除くというふうにしております。 

 また、この「御堂筋デザインガイドライン地区」に関する景観形成方針ですとか景観形

成基準を策定いたしました。資料では１４０ページ以降になります。 

 今回定める景観形成方針、そして景観形成基準につきましては、御堂筋デザインガイド

ライン地区の区域に従前かかっていた基本届出区域の内容を踏襲することを基本としてお

りますが、今回、御堂筋の地区の特徴であります官民共創によるまちなみ創造に関する内

容を景観形成方針の冒頭のところに、１４０ページの中段下のあたりにまず盛り込んでお

ります。また、それ以外につきましても御堂筋の特徴に沿った内容になるように、例えば

敷地内の空地、壁面後退部について、御堂筋のイチョウ並木の魅力を引き立たせる歩行者

空間ですとか質の高い緑空間の形成など、配慮を求める内容で記載しておりますけれども、
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今回新たな制限を加えるというような内容ではございません。 

 ２点目の「大阪を代表するエリア」への位置づけについてでございます。資料では５７

ページになりますけれども、赤線で囲まれた中の赤色の部分が今回追加する「御堂筋とそ

の沿道」となります。景観計画では、眺望景観づくり及び夜間景観づくりを重点的に推進

するエリアとしまして、「大阪城公園周辺」、そして「中之島等」及び「ベイエリア」、

これらを「大阪を代表するエリア」として位置づけておりますけれども、今回「御堂筋と

その沿道」を新たに位置づけることによりまして、御堂筋が景観計画において重要なエリ

アであるということを明確化することとしております。 

 また、今回の変更に当たりましては、御堂筋の歴史に関する記載内容についても充実を

図ります。本編資料１３ページから１５ページになります。まず、１３ページ、黒字の部

分は従来から記載されていた内容となりますので、現在の景観計画にも御堂筋沿道の市街

地形成の項目がございますけれども、御堂筋の歴史に関しましては、御堂筋の完成から百

尺制限がかけられた時点までの記載となっております。今回の変更としましては、時代ご

とに区分する形で１３ページの上段赤字で「御堂筋の完成と百尺制限」、それから１４ペ

ージに「時代に応じた高度利用への対応」、それから１５ページに「官民共創によるまち

なみの創造」、この３つの中項目を設けまして、それぞれの時代ごとの景観誘導に関する

内容を追記することで内容を充実させるということといたしました。 

 まず、１３ページの「御堂筋の完成と百尺制限」では、ページの下の赤字部分のところ、

百尺制限の廃止後の御堂筋沿道の建築物の高さ制限について追加いたしました。次に、１

４ページの「時代に応じた高度利用への対応」のところでは、高さ制限の見直しの背景で

すとか、地区計画の都市計画決定、それから御堂筋デザインガイドラインの策定などにつ

いて追加しております。それから、１５ページの「官民共創によるまちなみの創造」のと

ころでは、「御堂筋デザインガイドライン」に基づく官民共創によるまちづくりですとか、

「御堂筋将来ビジョン」に基づく道路空間の再編など、現在の取組について記載いたしま

した。 

 また、資料の３８ページになりますけれども、こちらは景観構造の基本となります面的

な要素についての記載となっておりまして、都心部、臨海部、一般市街地を説明しており

ますけれども、都心部のうちの都心中央部、この中で赤字のところです。「御堂筋デザイ

ンガイドライン」に基づく取組ですとか「御堂筋将来ビジョン」の取組など、御堂筋に関

する内容をここにも追記いたしました。 
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 続きまして、「御堂筋道路空間再編整備ガイドライン」の景観計画への関連づけについ

てでございます。こちらは先ほどの概要版資料１－１の右側、番号２で説明いたしました

内容ですけれども、御堂筋では景観法で指定される「景観重要公共施設」として景観計画

に位置づけております。また、景観重要公共施設に関しましては、景観法において整備に

関する事項及び占用の許可の基準を定めることとしておりまして、景観計画においてそれ

ぞれ規定しております。今回、御堂筋の街路景観を創出することを目的とした整備のルー

ルとして、建設局におきまして、「御堂筋道路空間再編整備ガイドライン」、通称「みち

ガイドライン」を策定することから、このガイドラインを景観計画における整備に関する

事項及び占用等の許可の基準に関連づけることとしておりまして、これによりまして景観

重要公共施設との関連性を強固なものといたしまして、道路と沿道敷地が一体となり、そ

の景観を形成していくという方向性を明確化したものでございます。資料では１６８ペー

ジから１６９ページになります。整備及び占用許可のそれぞれ既存の項目に加えまして、

赤字部分になります、「御堂筋将来ビジョンに基づく御堂筋道路空間再編整備ガイドライ

ンなど別に定めがある場合はこれによるものとする」と。この一文を追加いたします。な

お、このみちガイドラインの内容につきましては後ほど建設局より説明がございます。 

 そのほかの変更点といたしまして、主に文言の調整ですとか時点の修正等を行っており

ます。その一例といたしましては、資料の２ページ目から３ページ目にかけてでございま

す。こちらにつきましては表題を、赤字で読みにくく恐縮ですが、「景観計画の策定及び

変更の変遷」と改めるとともに、文中に、平成１８年２月の景観計画の策定、それから平

成２９年３月の景観計画の変更、同じく令和２年３月の変更、そして今回実施します令和

６年３月の景観計画の変更といった中項目を設けまして、それぞれ経過ですとか変更の内

容について記載しております。また、４ページ目には戦前からの本市の主な景観施策につ

いて表にしておりますが、令和期についての景観施策に関する内容を今回追加いたしまし

た。それから、５ページ目のところですけれども、景観計画の位置づけを記載しておりま

すけれども、景観計画と関連する計画について時点修正を行っております。 

 それから、最後に資料の１７１ページになります。この１７１ページですけれども、第

７章、大規模面的整備地区における景観誘導に関しまして、一部変更がございます。大規

模面的整備を行う地区における事前協議制度がございまして、「御堂筋沿道建築物のデザ

イン誘導等に関する要綱」に基づく協議というのを別途事前に行った場合も現在は大規模

面的整備の協議対象としておりますけれども、赤字で記載しております「ただし書き」の
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追加によりまして、この要綱に基づき同様の趣旨で事前協議を行っている場合には、大規

模面的整備地区としての協議対象から除外することといたします。これによりまして、従

前、デザイン協議を担保しながら、事業者にとりましては本市に２回出していた書面の提

出につきまして、負担の軽減につながるものというふうに考えております。 

 そのほか、全体にわたりまして文言の表現調整等を行っておりますけれども、詳細につ

いては説明を割愛させていただきます。 

 資料１－１、１－２については、説明は以上になります。 

 続きまして、資料１－３「御堂筋道路空間再編整備ガイドライン（みちガイドライン）」

につきまして、建設局のほうから説明いたします。それでは、建設局、よろしくお願いい

たします。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 建設局都心活性化担当部長の一ツ町でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 私のほうから、御堂筋道路空間再編整備デザインガイドラインについてご説明させてい

ただきたいと思います。 

 内容についてご説明させていただく前に、その説明に先立って、現在の御堂筋の側道歩

行者空間化の整備状況を簡単にご報告させていただこうと思います。 

 資料１－１の中段の対象区間の範囲図を準用して見ていただければと思います。御堂筋

の側道歩行者空間化の整備につきましては、長堀通からなんば駅までの区間で工事を進め

ております。うち道頓堀川から千日前通、この区間の２００メートルの区間については、

昨年の１１月に両側の側道歩行者空間化の整備が完成してございます。また、長堀通から

道頓堀川までの７００メートルの区間につきましては、昨年１０月に大丸、ＰＡＲＣＯさ

んのある東側区間の側道を閉鎖しております。そこで工事を開始しておりまして、今年５

月には日航ホテル、ＯＰＡなどがある西側区間についても側道を閉鎖して順次工事を進め

ているところでございます。大阪・関西万博開催までに長堀通からなんば駅前の区間まで

完成させる予定として工事を進めているというところでございます。 

 資料１－３をお願いします。整備ガイドラインのほうについてご説明させていただきた

いと思います。前回の委員会の中でご説明した内容と大きく変更はございませんけれども、

少し時間もあきましたので、主な概要と、若干修正をさせていただいていますので、その

ご説明をさせていただきたいと思っております。 

 御堂筋道路空間再編整備ガイドラインにつきましては、現在進めています御堂筋の側道
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歩行者空間化の整備に関して、大阪のシンボルストリートにふさわしい街路景観を創出す

ることを目的に、空間の考え方やデザインなどについて示したものとなってございます。 

 １ページ、右側でございますけれども、目次を書かせていただいております。本ガイド

ラインの構成といたしましては、１章「はじめに」がございまして、その中で目的や構成

を記させていただいております。２章のほうで「めざす空間のイメージ」、３章のほうで

「デザインの考え方」というふうなことの記載をさせていただいております。 

 ３ページ目に本ガイドラインの対象区域を書かせていただいております。側道の歩行者

空間化を進めています淀屋橋から難波西口交差点までの区間を対象ということでガイドラ

インの策定をしております。 

 ４ページですが、街路景観の要素といたしまして、イチョウをはじめ照明灯、地上工作

物等のデザインエレメントごとの基本的な考え方を示しまして、空間の質的向上を図って

いくということを書かせていただいております。 

 ５ページ以降には、めざすべき空間のイメージを記載させていただいております。御堂

筋の空間再編に先立ちまして策定した「御堂筋将来ビジョン」に示した空間整備の基本方

針におけます空間の質と空間の構成を実現していくために、デザインの基本的な考え方を

記させていただいているというところでございます。 

 １０ページ目でございます。１０ページ目は、御堂筋の沿道の土地利用などの特徴を反

映した各エリアテーマを設定させていただいておりまして、そのエリアテーマに応じた空

間づくりを行うということとしてございます。今年度後半から来年度にかけまして、淀屋

橋から国道２号の北側の区間、淀屋橋から北の区間ですけれども、これの西側歩道につい

てリニューアル工事を実施する予定にしているということもありまして、エリアテーマを

赤囲みのところを追加させていただいております。この区間のテーマとしては、商業ゾー

ン、業務ゾーンが隣り合うエリア、中之島の水、緑など豊かな都市環境を有するエリア、

多様な人々や企業、情報などが集積交差するエリアとして、御堂筋への期待感と潤い、ゆ

とりを感じるアメニティエリアとしております。 

 続きまして、１３ページでございますが、各エレメントの基本的な考え方を記させてい

ただいております。御堂筋の沿道建築と道路空間が一体となった景観誘導を行っていくと

いうことのためには、景観計画や御堂筋デザインガイドラインなどで示されています方向

性と整合した基本的なデザインの考え方を示してございます。街路景観として一定の統一

感を持たせつつ、エリアテーマに応じた変化とにぎわいを感じる空間づくりを行っていく
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こととしてございます。 

 １４ページ以降には、各エレメントのデザインの考え方を示させていただいております。

具体的な記載内容でございますけれども、例に取りますと１４ページ目のイチョウのとこ

ろでございますが、イチョウ並木は文化財となってございまして、御堂筋のアイデンティ

ティを形成している重要な景観要素であると。そのために、イチョウを保全していくだけ

ではなくて、魅力を伸ばしていくことをめざした内容というふうなことを記載させていた

だいているというような状況でございます。実際に施工しています根系誘導耐圧基盤工で

すとかツリーサークルなどの設置など、整備した写真を用いて分かりやすく取りまとめて

いるというようなところでございます。以降、同様にエレメントごとに考え方なり方向性

を書かせていただいているというところでございます。 

 １８ページでございます。１８ページにはサインのエレメントを記述してございますけ

れども、御堂筋の沿道や周辺エリアの人の回遊行動の向上を図るために、歩行者案内サイ

ンの設置を検討しているという状況でございまして、地域情報サインの項目を今回赤字の

ところで追加させていただいております。 

 最後、２２ページでございますが、イメージパースを掲載しております。こういったイ

メージになるよう整備を進めているといった状況を記させていただいているというもので

ございます。 

 「御堂筋道路空間再編整備ガイドライン」の説明は以上でございます。今後は、空間再

編の整備の進捗とともに、本ガイドラインの点検ですとか修正、必要に応じた改正なども

行っていくという予定としております。 

 以上でございます。 

○事務局（齋藤） 

 ありがとうございました。 

 引き続きまして、資料１－４「今後の進め方」についてご説明いたします。 

 資料の上段になりますけれども、本日、第６６回都市景観委員会ということで、ただい

ま説明してまいりました景観計画の変更（素案）、それから「みちガイドライン」の（素

案）についてご確認をいただきたいと考えております。 

 次に、９月頃を予定しておりますけれども、景観計画、みちガイドライン、それから御

堂筋デザインガイドライン、この３点についてパブリックコメントを実施してまいります。

このパブリックコメントの期間は１か月を予定しております。パブリックコメントで寄せ
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られました意見などを集約した上で、各意見に対する本市の考え方などにつきましては、

秋頃開催を予定しております第６７回都市景観委員会におきましてご報告させていただき

たいと考えております。また、冬頃、１２月頃を予定しておりますけれども、景観法第９

条第２項の規定に基づきまして、都市計画審議会におきまして景観計画変更案についての

意見聴取を実施したいと考えております。 

 なお、今回の「まちなみ創造区域」の追加につきましては、都市景観条例の改正を伴い

ますので来年１月頃を予定しておりますけれども、この条例改正につきまして大阪市会へ

上程いたします。 

 これらの手続を経て、今年度末にかけまして景観計画の変更、それから「御堂筋道路空

間再編整備ガイドライン」の策定、それから「御堂筋デザインガイドライン」の変更を行

ってまいりたいと考えております。 

 以上、長くなりましたけれども、議題（１）に関する説明は以上でございます。 

○事務局（相本） 

 続きまして、つけております参考資料のほうの説明も引き続きさせていただきたいと思

います。参考資料１－１「御堂筋デザインガイドライン〈まちなみ創造ガイドライン〉の

変更内容【概要】」及びその素案、それと参考資料１－４「なんば駅前広場について」に

つきまして、それぞれ担当からご説明させていただきます。 

 これらの参考資料につきましては、この内容自体が審議の対象ではございませんが、そ

れぞれ議題（１）に関連するものとしてご報告をさせていただきます。 

 まずは御堂筋デザインガイドラインの変更について、計画調整局計画部都市計画課デザ

イン施策担当よりご説明いたします。よろしくお願いします。 

○事務局（伊東） 

 計画調整局計画部デザイン施策担当課長代理の伊東と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 私からは、「御堂筋デザインガイドライン〈まちなみ創造ガイドライン〉」の変更内容

の概要についてご説明いたします。参考資料１－１をご覧ください。 

 変更概要につきましては、資料の左上、青色囲みの部分に記載しておりますが、御堂筋

デザインガイドラインは、平成２６年の運用開始から約１０年が経過し、ガイドラインに

基づき誘導事例が蓄積されてきたことを踏まえまして、今回のガイドライン変更で誘導事

例集の追加や、より分かりやすい説明の追加などにより、ガイドラインの内容を充実させ
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ることといたしました。 

 なお、今回の変更は、規制を厳しくするものではなく、ガイドラインを分かりやすくす

るためのものでございます。 

 次に、御堂筋デザインガイドラインについてご説明いたします。資料の左下、オレンジ

色で囲んでいる部分になります。 

 御堂筋のうち、図面で示しております土佐堀通から長堀通までの区域では、建築物の用

途や形態、壁面後退などについて地区計画を定めておりますが、これに加えまして、より

よいまちなみ形成のための形態意匠や、にぎわい形成のための指針などを示した「御堂筋

デザインガイドライン」を定めており、このガイドラインに沿って、大阪市と事業者等と

の対話によるデザイン協議を行っております。 

 なお、「御堂筋デザインガイドライン」は、図面上、赤色の破線で示しております土佐

堀通から中央大通までの区間が「御堂筋本町北地区」、青色の破線で示しております中央

大通から長堀通までの区間が「御堂筋本町南地区」と２つのエリアから構成されておりま

す。 

 資料の右側に変更内容を記載しております。誘導事例集の追加やまちづくりのいきさつ

の更新、より分かりやすい表現の工夫などにより、本ガイドラインの内容の充実を図って

おります。参考資料１－２は、御堂筋デザインガイドラインの御堂筋本町北地区、参考資

料１－３は、御堂筋本町南地区の変更素案になりますが、内容のご説明については割愛さ

せていただきます。 

 「御堂筋デザインガイドライン」の変更についての説明は以上でございます。 

○事務局（相本） 

 それでは、引き続きまして御堂筋に接するなんば駅前広場整備の現状等につきまして、

計画調整局開発調整部よりご説明いたします。資料は、参考資料１－４「なんば駅前広場

について」です。それでは、よろしくお願いいたします。 

○西江計画調整局開発調整部長 

 計画調整局で開発調整部長をしております西江でございます。本日よろしくお願いしま

す。 

 本日はお時間を頂戴しまして、なんば駅前広場で今大阪市が取り組んでおります駅前広

場の歩行者空間化についてご報告させていただきたいと思います。３点ご報告させていた

だきます。資料は、参考資料１－４をご覧ください。すみません、座って説明させていた
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だきます。 

 なんば駅前広場でございますけれども、従前、右上の駅前広場の現況というところにあ

りますように、ほぼタクシープールでございました。これは、管理上は道路になっている

んですけれども、こういう形態でございました。これを、左側にありますように車中心か

ら人中心の空間へと再編しようということで、今、歩行者空間化の整備を進めているとこ

ろでございます。将来イメージを右下のほうに書かせていただいておりますけれども、こ

ういう広場になる予定でございます。これに当たりましては、左側、１の中ポツにありま

すように、「なんば駅周辺における空間再編推進事業整備プラン」というものを昨年７月

に策定いたしまして、基本方針としましてその下の枠囲みにございますシンボル空間創出

の方針として、例えば方針の①多様な活動の舞台となる空間の創出というようなことを掲

げて整備を進めているところでございます。 

 舗装デザインへの展開といたしまして、この整備プランにて位置づけた基本方針に基づ

きまして、地元の方々や有識者の方々と調整しながら広場の舗装を行っております。デザ

インにつきましては御堂筋と同等のグレードの擬石平板を使ったデザインについて合意を

させていただいております。その擬石平板の様子が左下のフロアテクスチャのところに書

かれておりますけれども、既に一部こういう整備をしているところがございまして、現地

に行かれると部分的にこういう舗装になっているというような状況で、今、鋭意工事を進

めさせていただいているところでございます。これが１点目でございます。 

 次に、裏面見ていただきまして、喫煙所の再整備についてご報告いたします。喫煙所は

既にオープンな形であるんですけれども、今回の空間再編に合わせて喫煙所の再整備を行

います。これに際して、受動喫煙が生じにくい閉鎖型の喫煙所を設置する予定でございま

す。この閉鎖型の喫煙所につきましても広場と調和するデザインとしまして、そのデザイ

ンにつきましては地元の方々や有識者の方々と調整しながら決定しているところでござい

ます。真ん中左側の中ほどにありますように、ダークグレーで統一されていることから、

こういった基調にさせていただきまして、イメージパースを右側に記させていただいてお

りますが、こういうような喫煙所になる予定でございます。優しい木質の表情をルーバー

で取り入れたような、少しおしゃれな感じのする喫煙所にしようということでやっており

ます。 

 続きまして、３点目でございます。広場の景観ルールにつきましてご説明させていただ

きます。広場は、エリアマネジメント組織による維持運営をめざしまして、令和５年秋頃
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の広場の供用開始以降、管理運営の社会実験を実施しながらやっていこうということで考

えております。この中で、広場の利活用や景観誘導等のルールに関しましては社会実験の

中で実施いたしまして、エリアマネジメント組織が道路空間上の広告物や設置物を自主的

に審査するような地域のルールの構築をめざして検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○事務局（相本） 

 ありがとうございました。 

 議題（１）に関する資料の説明につきまして、これで全てでございます。事務局からの

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等ございま

したらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 何度も今まで意見交換もさせていただいていて、ご丁寧に何度も事前説明もいただいて

いるので、逆に全く意見が出ないかもしれませんけれども、今後の抱負も含めて言ってい

ただいたら結構かと思います。 

○中嶋委員 

 中嶋でございます。 

 何度も聞いているのに意見をするのもちょっと心苦しいんですけれども、感想というか

少し気になったところを幾つか申し上げたいと思います。 

 まず、御堂筋の今回の景観計画の変更の素案の５７ページになります。５７ページのと

ころに「大阪を代表するエリア」の考え方の中、凡例の地図のほうを見ているのですけれ

ども、この中で、今回の「御堂筋とその沿道」が眺望・夜間景観というくくりの中で位置

づけられて、ここに書き加えられているかと思います。５６ページの眺望景観の考え方を

いうと、一般的にここでは典型的な３つの見渡す眺め、見通す眺め、ランドマークの眺め

で、恐らく御堂筋については見通す眺めということで眺望というふうに入れていただいて

いるんですけれども、ただ一般的な眺望景観というのと御堂筋の景観というのが必ずしも

１対１ではないような気がします。今回の御堂筋整備のガイドラインのほうのご説明の中

で、視点場を設定して整備されると。そういう意味では眺望というふうに言えるのかもし

れないんですが、やはり御堂筋については人々のアクティビティ、街路空間と建物が一体
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となったということをめざされることを思うと、もう少しアクティビティとまちなみと、

眺望もなんですけれども、そういう複合的な非常に重要な景観の場所ではないかなと思う

ので、ここで眺望・夜間だけに位置づけるのでいいのかなと。ちょっとその辺が感想とし

て持ってございます。 

 あと、２点目はガイドラインのほうになります。内容については特に異議はないのです

けれども、最近の環境省とか国交省とかが考えられているものの中でグリーンインフラと

いうものが、緑の社会資本というものを充実させていくということで、自然景観だけでは

なくて都市の中でつくられていく中で、御堂筋でもいろんなイチョウ並木の整備であった

りとか、あと緑地の整備をされるということが書いているので、グリーンインフラ的な視

点みたいなものも、ガイドライン自体は同じであったとしても、もう少し訴えていくとい

うのはこれから大事ではないか。単に景観とか街路整備ではなくて、グリーンインフラを

充実していくというのを、昭和の初期にイチョウ並木を植えて顔をつくった景観が、今度

は今の時代はやはり環境としてグリーンインフラとして市民あるいは大阪にいらっしゃる

方々に提供する、資源になるという意味では、そういう方向性も打ち出していただくとい

いのではないかというのが２点目です。 

 この２点が大きいのですが、あと細かいところで申し上げると、やはり景観計画の改訂

のほうですけれども、１２ページ以降、これまでの歴史を少し充実させていただいていま

したが、これは非常にいいことだというふうに思うんですが、２章の全体を見ると御堂筋

だけが細かくなって、ほかのところが薄くなるというか、たまたま御堂筋の隣、１３ペー

ジから御堂筋ですけれども、１２ページのところの戦後のまちづくりってこれだけしかな

いのかという、そのアンバランスがちょっと気になりますので、ほかの地区も含めてなん

ですけれども、そこは追い追い、充実すると、ここばかりですごい量になるので、ちょっ

とバランスを考えていただくというのもよいのではないかなというふうに思いました。 

 あとは、これもできないことではあるのですが、景観重要建造物の第１号で大阪城がこ

の前指定されました。今回、御堂筋がこういう形でクローズアップされてくるので、本来

ならばイチョウ並木が景観重要樹木みたいな形で指定できるといいなと思ったんですが、

既に指定文化財になっているので、恐らく景観重要樹木にはならないのですが、そうであ

るとするなら、もう少し指定文化財だということを喧伝するというのも重要ではないのか

と。文化財になったからといって大して財政的な措置ができるわけではなくて、むしろ景

観重要樹木のほうがよかったかもしれないんですけれども、御堂筋のイチョウ並木の歴史
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とともに、今の建設局になるんですかね、市が設計した当時としては非常に先端的な並木

だったので、こういうものも文化財としても、あるいは景観としても重要視していくとい

うことをもっと宣伝していただけるとありがたいかなと思っております。 

 私からは４点になります。ありがとうございます。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

 どうしましょう。事務局から何か。 

○事務局（齋藤） 

 ありがとうございます。 

 まず１つ目の大阪を代表するエリアのところです。確かにこれまでの記載の内容という

のが眺望と夜間のというところで、確かにそれ以外の要素というのは、作業としては今後

景観読本のほうに御堂筋についてもしっかり書き込んでいくことになろうかと考えており

まして、その中でどういった要素というのを着目して記載していくのかというのは考えて

いく必要があろうかと思いますので、眺望と夜間に限らずというところはまたご意見も頂

戴しながら作成していけたらなと思っているところです。 

 それから、２つ目のグリーンインフラです。この整備につきましても我々行政で主体的

にというよりは、沿道の方々と話し合いながらというところかとは思うんですけれども、

またどういったインフラの整備として進めていけるかというのは、何ができるかというあ

たりを考えていきたいなと思っております。すみません、お答えになっているかどうかあ

れですけれども。 

 それと、３つ目の歴史のところのアンバランスです。これも確かに、今回メインが御堂

筋のことをしっかり書き込もうというのがありましたので、ただちょっと課題の認識とし

て、頂戴した意見を踏まえてまた今後に対応を考えていけたらなと思っております。 

 それから、景観重要建造物、あるいは樹木のところも、大阪城天守閣のところを指定し

て、その次のというところは我々も課題認識しているところでもございますので、またそ

れは継続して引き続き検討していきたいというふうに思っております。 

 一旦以上になります。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

 恐らく最初の話は、５７ページのところって、景観施策の展開の方向性ということで、
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これまでどんな施策を充実させてきたかという流れの中で眺望・夜間景観というのが出て

きていて、一番最初の資料の展開でいうと、２ページ、もともと１８年の２月に景観計画

を策定して、２９年に改訂して、令和２年のときに改訂した。令和２年のときに眺望・夜

間景観というのが盛り込まれたという流れの延長線上で記載していただいているんだけど、

本当はそういう流れでいうと多分まちなみとか共創という新しいキーワードがその後につ

いてくるみたいなほうがしっくりくるのかなという気はしますが、少しまたお考えいただ

いてもいいかもしれませんけれども、一旦はここの眺望・夜間景観の中に収めていただい

ているということかなというふうには思いますが、ここは今までの積み上げで展開してい

る方向性が広がってきているという整理かなという気もいたしますので、今日のご意見を

また参考にしていただいたらいいかなと思います。 

 それから、アンバランスの件も、これも結局同じで、今まで改訂で力点を入れたところ

を充実させてきているので、改訂されるたびにだんだん太いところ、薄いところみたいな

のがだんだんこなれてくるのかなというふうには思いますので、それはぜひご辛抱いただ

ければということかなと思います。 

 それから、イチョウの件は、これ実は確かに景観重要樹木にはなれないかもしれないけ

れども、今回道路再編の中でかなり丁寧に頑張っていただいているので、もし一ツ町さん、

補足していただけるなら。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 今回、イチョウをやり替えるに当たっては、まず、従来でありますと植樹桝から外に根

が出られないような状況になりますけれども、今回そういった根の生育も考えて、御堂筋

の景観が緑豊かで、そういった樹勢も感じられるような空間にしたいということで、根が

歩道の下にも伸びるような形を許容するような形で道路構造を再編しているというような

状況でございます。また、舗装の上に降った雨も、舗装があれば下に浸透しないという状

況になるんですけれども、そこも透水性舗装という舗装を使いまして、下に水が行くよう

な形で、こういった空間の中なので自然空間とはちょっと違うんですけれども、なるべく

イチョウの樹勢を落とさないような形でこういった都市景観を保って、元気なイチョウ並

びにそういった樹勢が勢いよくあるようなものを再現させるために道路空間の中で行って

いるというようなところです。 

イチョウについては沿道の方々だけではなくて都市内の方々にも愛着を持っていただい

ているということで、このデザインガイドラインの中ではこういった書き方をさせていた
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だいていますが、整備の取組の中ではそういったところで樹勢を落とさないような形であ

るとか、地域に長く愛していただくような、木も枯れたからすぐ入れ替えるというわけで

はなくて、そういった緑のインフラとして大事に扱うような形で今回再編させていただい

ているというものでございます。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。 

○加我委員 

 ちょっとだけ。先ほどの「みちガイドライン」のほうの検討のときも携わらせていただ

きましたことも含めて、少しイチョウの扱い方ということについて補足をさせていただき

たいと思います。 

 この「みちガイドライン」の策定に当たって一番重視したのは、当初、ファニチャーの

議論であったりだとか路面舗装の議論であったりだとかということと加えてイチョウとい

うようなことを議論していたわけですけれども、先ほどご説明ありましたように、特に１

４ページに各デザインエレメントのデザインの考え方ということで、一番最初にイチョウ

が出てきます。この順番も、御堂筋はイチョウがあってこそですし、さらにここでの考え

方として、イチョウを保全していくだけでなく、イチョウの魅力を伸ばしていくと。今般、

このガイドラインの策定に当たってではないですが、今後のイチョウの管理ということで

いきますと、実は樹勢回復を第一優先としというふうにあるんですが、樹勢状態がどうい

う状態だったのかということは実はチェックができていなかったというところもございま

す。それらを、３Ｄレーザースキャナーも含め、それから樹木医の方の樹勢診断も含めと

いうことで、１本１本チェックしていただいているところでございます。そうしたデータ

に基づいて、特に樹木生理学の先生にもご議論いただきまして、根の生育が一番重要であ

るということで、根系の状態を再整備に当たってきっちり見ながら進めていきましょうと

いうことで、根の生育を考慮したツリーサークルの配置やグリーンインフラの導入等を行

っていきますということで検討を続けていくというか維持管理をしていくということにな

ってございます。そういう面でいきますと、かなりの部分がイチョウのということに注目

していただいていると。見てみますと、戦前からのイチョウもあれば、戦後ずっと国道管

理の時代にも植え替えをしていましたけれども、常に枯れ木であったりが発生した場合に

イチョウを植え替えてきたというか更新してきたということもございますので、樹齢が非
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常に多岐にわたってございます。そうした樹齢も見ながらということと、中には幹自身が

真っすぐでないと。東、西に寄ったりだとかというようなこともございますので、そうし

たことを樹勢診断も含めデータに基づいて今後管理をしていくということが、特にこの

「みちガイドライン」の中での重要な項目になってこようかと思います。 

 ちょっともう一点、長くなりますが、グリーンインフラ。先ほどのところでグリーンイ

ンフラの導入をということで一部出てきますが、もう少しこのグリーンインフラの言葉を

前面に出そうかということの議論がございましたが、あえて少しグリーンインフラという

文言は使わないような状態で整理をしてございます。というのは、先ほどお話しいただい

たグリーンインフラの考え方がまさしく社会基盤としての緑ということの考え方だと思い

ます。一方で、グリーンインフラは７ページに、空間の質、緑があふれる環境に優しい空

間で、デザインへの具体化に当たって、右側ですけれども、将来の緑のネットワーク構築

に向けた緑量の増加と、さらに質の高い緑空間の確保の中で、水源の涵養を考慮した植樹

帯ということが出てきます。グリーンインフラという言葉自身が、まだ見解が統一されて

いないというか、ややもすると水源涵養、都市型洪水への対応といったところでのグリー

ンインフラという言葉が使われることが多分にございます。そうではなくて、ここでいき

ますと将来の緑のネットワーク構築、さらには質の高い緑空間、この２つが相まってグリ

ーンインフラになっていく。場合によっては新・緑の基本計画がそもそもがグリーンイン

フラなんだということの考え方がなかなか世間では使われないこともありますので、あま

り局所局所のところでグリーンインフラという言葉を使うのをやめようやないかというこ

とで、少し整理をしていただいたところがありますので、大きく出てこないのはその辺の

ところになろうと思いますが、グリーンインフラ的考え方でこのガイドラインは作成され

ているというふうに私は認識しているんですけれども、あえてこのグリーンインフラとい

う言葉をあまり出さなかったというのは一つ議論の中であったということはご報告させて

いただきます。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 ありがとうございます。しっかりやってまいりたいと思います。 

○嘉名委員長 

 当初はもっとグリーンインフラと言ってはったんです。だけど、ちょっとそこは、グリ

ーンインフラという定義を大阪市さんとしてどう導入するかということをもうちょっとは

っきりさせてから言うほうがいいでしょうという議論があったのはたしかです。 
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 福田先生、よろしいですか。 

○福田委員 

 今頃かという話もあるかもしれないですが、せっかくなので確認も含めて。景観計画の

１４６ページのあたり、工作物の中の夜間景観の広告というのがあるんですけど、ここで

デジタルサイネージは意識されているのかどうか。要は照明するなら内照式と外照式とい

うのはあくまでこれまでの看板だと思うんですけど、御堂筋に面した側と、あと通りに面

した側があると思うんですけど、このあたりどうお考えかというのを確認しておきたいと

思いました。これが１点目です。これが一番主の話なんですけど、あと２つありまして、

「みちガイドライン」のイメージなんですけど、やっぱり一番初めに人中心への転換と書

いているんですが、イメージがややもすると人が寂しいなと。アクティビティがあまり見

えなくて、あくまで空間をつくるためのというのは分かるんですが、こういうアクティビ

ティを実現するために空間をつくるんだということをもう少し伝えるために人を増やすこ

ととかアクティビティを増やすということが必要かなというふうにちょっと思いました。 

 ３つ目はもっと小さな話で、多分図面の間違いだろうと思うんですが、なんば広場の件

です。参考資料の１－４ですけれども、これの裏面の分電盤がかなりでっかく書かれてい

るんですが、これは実際はこうはならないんですよねという一応確認です。図面だとすご

く小さくて目立たないんですが、２m50cmぐらいあるので、「みちガイドライン」の例え

ば１２ページ辺り、目線の高さより低い高さにするというふうに御堂筋の側では書かれて

いるので、こういうふうなものが実現されるだろうと思うんですが、一応確認としてコメ

ントしておきます。 

 以上３点です。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございます。 

 どうですか。まず、デジサイの件からいきましょうか。 

○事務局（齋藤） 

 御堂筋のデジタルサイネージの件につきましては、景観計画ではこのような表現なんで

すけど、別途、「御堂筋デザインガイドライン区間におけるデジタルサイネージ取扱要綱」

というのを定めて、そちらのほうでルールづくり、それに基づくデザイン協議等を行って

いるという状況です。 

○嘉名委員長 
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 要綱なので、景観計画上には載ってこないということだということですよね。 

○事務局（相本） 

 はい。景観計画上は載ってきません。 

○嘉名委員長 

 だから、書いていないから何もしないというわけではないと。それはそれで、そういう

整理かなと思います。 

 次は、「みちガイドライン」のビジュアル。これ確かにもうちょっと写真とか入れても

いいかもしれない。中身ばっかり集中して考えていただいていたのかなと思う。どうです

か、一ツ町さん。御堂筋は何度も社会実験もやっていただいているし、例えばそういうの

を載せていただくとか。 

○福田委員 

 言いたかったのは、人のアクティビティをもうちょっと表現できたほうがいいんじゃな

いか。そういう話です。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 アクティビティの部分につきましては、今、空間再編をやった後、そこの利活用を今や

っていくべく、そういった空間の中でにぎわいであるとか滞留であるとか交流であるとか、

そういったことができるようなこととして、いろいろな社会実験を繰り返しながら、どう

いったものが御堂筋にふさわしいかというようなことで検討と実施を徐々に進めていると

ころでございます。これは沿道の皆さんともお話ししながら、いろいろなそれぞれのエリ

アの区間でどういったものがふさわしいか、御堂筋のこういった空間を保ちながら、そこ

でどういったアクティビティがふさわしいかという議論を進めながら、今でいいますと社

会実験とかそういったところでそういった内容を詰めて、今後どういったものを実際に恒

久的にやっていくんだというようなことを繰り返しながらやっているということで、そう

いったところも南側から整備区間が完成していっていますけれども、そこも含めて実施し

てきているという状況で、今後、そういったアクティビティをもっと広げるような形で回

遊性も向上させていきたいというのが我々の思いでございます。 

○嘉名委員長 

 シンプルに多分前半のほうにビジュアルとか充実させていただいたり、要は２１ページ

の１５番、利活用に係る工作物、道路占用物と書かれているこれなんかは、今回、人中心

だから出てくる項目なんだけど、ちょっとうっすらとし過ぎているというか、もう少し人
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中心というのがすぐ分かるようにしたほうがいいんじゃないかというご意見だと思います

ので、それはちょっと編集の段階でうまく反映していただいたら。 

○福田委員 

 結構絵がマスコミとかネットで出ているんですけど、我々は文脈を読み込めるんですが、

「こうなるの、寂しいな」というのが出たりするんですよね。「こう変わるんです」とい

うのをぴしっと見せたほうがいいという、そういう話です。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 写真などで工夫させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○嘉名委員長 

 それから、あとなんば広場の分電盤。 

○西江計画調整局開発調整部長 

 すみません、２１ページの分電盤のイメージが正しいイメージですので、ちょっとサイ

ズがおかしいです。おっしゃるとおりです。 

○嘉名委員長 

 これはやっぱりこうなるわけじゃないんですよね。 

○西江計画調整局開発調整部長 

 違います。ちょっとそれは確認します。違うと思います。人の背を超えるような分電盤

ではございません。 

○嘉名委員長 

 ちょっと見たことないですよね。ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 麻生先生、お願いします。 

○麻生委員 

 麻生です。 

 ちょっと瑣末なことなのかもしれないですけれども、５７ページの大阪を代表する景観

エリアとして御堂筋を入れるということ自体は全くそのとおりだなというふうに思うんで

すけれども、ちょっとその凡例というか、今回御堂筋のラインがかなりはっきり入ってい

ると。これまでのエリアの表記のされ方というのは、周辺がちょっとぼかしてあるのか、

それとも大阪城公園のような形でエリアがはっきりしているのかというところで、御堂筋

のこの表記というのがちょっと違和感があると申しますか、エッジがすごく際立っている
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けれども、エリアそのものではないというか、そのあたりの表記の仕方はどうなのかなと

いうふうな形でご質問させていただきます。 

○事務局（相本） 

 ありがとうございます。色目も含めましてちょっとくっきりし過ぎているかなというと

ころありますが、道路景観配慮ゾーンと一致させておりますので、あまりエッジが利いた

ような細かい設定になるものではないと思っています。ちょっと表現の仕方も含めまして

検討したいと思います。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。 

 じゃ、福原先生が先で、次、清水先生お願いします。 

○福原委員 

 福原でございます。 

 今、麻生先生のほうからご意見が出たところ、実は私もすごく気になっていまして、全

体の資料を見たときに、ここだけ何かすごく印象に残ってしまうんですね。一つは、５７

ページの図でいいますと、今ご指摘あったように御堂筋がものすごく強く赤い色できてい

て、御堂筋中心の図にまず見えるというところと、いろんなエリアが重なっているところ

で、複数のエリアが重なるところで、ベイエリアのあたりで重なっているところなんかは

両方の色が重なったふうに見えるんだけど、御堂筋のところは御堂筋が中心でばっちりあ

って、じゃ、御堂筋のところは御堂筋優先かというぐらいの感じで見えてしまうので、そ

このところは、ほかのページのところでやっぱりいろんな項目でいろんな区域分け、例え

ば１０１ページの図とかでしたらかなり重なるところは網かけが重なるようにとか、繊細

な地域分け、道路のどの線までが区域なのかというところまでやっぱりきちんと書かれた

クオリティで全体が書かれている中で、これは概念図だとはいえ、たまたまといいますか、

やはり気になるところで、全く同じ印象を持ちましたので、ちょっと重複しますけれども、

私のほうからも申し上げさせていただきます。 

 以上でございます。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございます。ちょっと今回改訂した部分だけ赤みたいな表示をされていらっ

しゃるんだけど、最終形はまた少し確かにあるかもしれませんね。 
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○事務局（相本） 

 はい。ちょっと全体のバランスを考えて工夫させていただきます。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございます。 

 清水先生。 

○清水委員 

 私もちょっと細かいことで申し訳ないんですけれども、「みちガイドライン」のほうな

んですけれども、初めのところに「フルモール化」という言葉が出てきて、その後にもも

う一か所フルモール化という言葉があったかと思います。これは残されるのかどうなのか

というところが少し気になりました。人中心の空間への転換というところではもちろん間

違いはないとは思うんですけれども、ここにフルモール化というところを残すのであれば、

「将来ビジョン」であったりとかそこにも何か出てきてもいいのかなというところですし、

私としては出さなくていいんじゃないのという思いがあるんですけれども、本編の景観計

画のほうで同じような文言は１５ページのところで書いていただいているようなんですけ

れども、そこには括弧書きの部分はない状態で景観計画のほうは表現をされているようで

すので、ちょっとこの扱いについてお聞かせいただけたらなと思います。 

○一ツ町建設局都心活性化担当部長 

 ありがとうございます。少し検討させていただいて、方向的には抜く方向で考えさせて

いただこうかなと思っております。写真も空間再編の写真しか載せておりませんので、ち

ょっと再考させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○嘉名委員長 

 将来ビジョンの中にはフルモールという言葉が出てきていて、２０３７年にはフルモー

ルを実現するとは書いてあるんですけど、フルモールとは何かは書いていないという、そ

ういうところがありまして、このみちガイドラインの中で取り立てて書かなあかんことか

というと、あまり直接は確かに関係しないというところはあるので、整理していただいた

ほうがいいかもしれません。 

 ほかいかがでしょうか。 

○加我委員 

 細かなことで申し訳ありません。まず、むちゃくちゃ細かなことでいいますと、２ペー

ジの景観計画の変更の令和２年３月、その次のところに平成２８年３月と出てくるやつは、
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西暦と和暦との併記をしといたほうがいいんじゃないかなというのと、平成３１年３月２

９日も、ここも西暦と和暦との併記と、あと後ろで見つけたんですが、１６７ページの景

観重要公共施設の中之島公園の明治２４年に本市の都市公園第１号、西暦、和暦の西暦の

表記が要るんじゃないかな。 

 気づいたのは２ページのときに、何で１９３４年とか２００１年が赤字なのかなという

のを見て、西暦、和暦にする変更なんやと思って、それで見ていると、中之島公園は公園

ですのでたまたま見た。それはちょっと本当に細かなことで申し訳ないんですが、４ペー

ジの景観誘導のところで、年表で、法令で、美観地区から始まって、いいなと思って、あ

っというふうに見ていくと、まず一番下のほうに景観重要建造物の大阪城第１号の指定と

いうのも入っておくといいかなというふうに思ったのと、それで後ろのほうを見てみます

と、何ページやったかすぐ出てこないんですが、景観重要公共施設はそれぞれ中之島公園

であったり御堂筋であったりというご紹介をいただくんですが、１６４ページにいったと

きに、景観重要建造物と景観重要樹木で、ここで第１号を指定しましたので、（２）の下

に大阪城の話を入れるといいなというふうに、アピールしたいなというふうに思いました

ので。もう一度４ページの年表に戻ると、ここで今回の御堂筋のまちなみ創造区域の指定

もアピールするかなというふうに思いましたし、そうすると景観重要公共施設が、前回の

景観計画の変更かその前で指定した、景観重要公共施設は私すごく大事と思っていまして、

全国的にあまり使われない。ところが、景観をということでいくと、公共施設はすごく大

事なんですよね。中之島公園であったりだとか御堂筋であったりだとかということで、こ

れを結構先駆的にも実施していると思いますので、年表のところにも入っているとほかに

ＰＲしやすいなというふうに思っていますので、ご検討いただければというふうに思いま

す。 

 みちガイドラインの２ページに御堂筋の基本構造等が１９３７年で始まって、その次に

平成２９年に景観重要公共施設。こっちは西暦の表記のほうがいいなというふうに思いま

した。 

  

○事務局（齋藤） 

 ありがとうございます。表現のところの整合とかはしっかりまた訂正させていただきま

す。あと、景観重要建造物についても、ちょっとここについてはまた今後読本のほうに記

載する方法もありますし、それも含めて検討させていただけたらなと思っております。 
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○加我委員 

 公共施設のほうは結構一つ一つ記載しているし。 

○事務局（齋藤） 

 そうですね、確かに。 

○加我委員 

 もしくは少し文言だけでも、大阪城天守閣の話を入れとくといいのかなというふうに。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。これ、多分表記は、最近は西暦の後に括弧書きで和暦を書く

というルールになっていて、多分景観計画、従前はそうなっていなかったものを、多分混

ざっていると思うので、この際。みちガイドラインも多分一緒だと思います。よろしくお

願いします。 

 岡井先生、いかがでしょうか。 

○岡井委員 

 ありがとうございます。特に意見という感じはないんですけれども、感想ですけれども、

今まで御堂筋が大阪市にとって重要な景観であるにもかかわらず、景観計画だけを見てい

くと、あるいは御堂筋って重点地区にもなっていないし、どうなっているのかなというふ

うにちょっと勘違いをしてしまうような状況であったのが、今回、景観計画の中に位置づ

けられたということは非常に意義深いことだなというふうに思っております。 

 その際に、よその自治体のように重点地区としてかなり基準を細かく設定するという方

法もあったかと思うんですけれども、これまでの御堂筋のデザイン会議の中での協議とい

うやり方をそのまま取り込めるようにということで、あえて基準ではなく協議という形式

をそのまま採用し、一応景観計画の中で一体として御堂筋も含めて景観規制ができるよう

になったということは非常に分かりやすくなったんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

 今後、御堂筋以外にもこういった協議で景観をつくり出していこうとするような地区が

出てくるのかどうかというようなことが、今後の大阪市の景観政策という意味ではどうな

るのかなというのがちょっと関心はあるんですけれども、取りあえず当面のところは御堂

筋が大阪市の中で非常に景観的に厳しくというとあれですけれども、事業者さんの協力を

得ながらよい景観をつくり出していくということがアピールできるという点ではよかった

かなというふうに考えております。 
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 以上です。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

○事務局（齋藤） 

 ありがとうございます。この間もそれぞれ事前の説明の中で各委員さんからも同じご意

見いただいたところでもありまして、今回、「まちなみ創造区域」の設定、地区としては

「御堂筋デザインガイドライン地区」の１地区を指定するんですけれども、それ以外にも

もし同様に対話・創造型の景観誘導といったものが出てくれば、第二弾という形で指定す

ることができる形にはするんですけれども、現時点ではこの御堂筋についてがそれに該当

する地区というふうに考えておりますので、もし２つ目のものが出てくればというところ

です。現時点ではそこはまだないのかなというふうに我々考えているところではございま

す。 

○嘉名委員長 

 ほかよろしいですか。 

 じゃ、ちょっと私からも少しだけ。 

 どうもありがとうございました。かなりのボリューム。大阪市さん、最初は実は景観計

画を市域全域で導入されてから１０年ぐらいは音沙汰なくて、全然改訂がなかったんです

けど、１０年たって景観計画区域を区分されたということからは、かなり頻度高く改訂を

していただいていて、今般は「まちなみ創造区域」というのを入れていただいたというよ

うなところが特徴になっています。以前から御堂筋の景観誘導の中では地元と一緒にやる

というやり方をされていらっしゃって、これは遡ること１０年前に、少し民主導でエリア

マネジメントを中心としたような主体の中で景観誘導していくというようなことができな

いだろうかということだったんですけれども、当時は地元もなかなか、それを全て受け切

るのは自信がないということもあって、じゃ、行政のほうでガイドラインをつくって、そ

れを運用しながら民間さん、地元でもいろいろと景観形成に取り組むという仕組みはどう

だろうかというような形で１０年ぐらいやってきて、かなりいろんな事例も積み重ねられ

てきたので、いよいよ景観計画の中に含めてもいいんじゃないかということでできてきた

という経緯がございます。そういう意味では、実は今回の改訂というのはかなりの年月の

蓄積の中でできているというのが非常に特徴的だと思います。 

 恐らく大阪市さんの景観計画の中では、「まちなみ」という言葉が出てくるのは今回が
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初めてだというのも実はすごく特徴的だと思っていまして、従前の御堂筋の景観誘導では

「建築美観誘導」と呼んでいたはずです。つまり建築美観誘導というのは単体の建築物を

どう指導していくのという考え方に立っていて、群としての価値みたいなことはおこがま

しいというか、それを指導するというのはおこがましいみたいな考え方があったんですけ

ど、今回はやっぱり地域の皆さんとも一緒にやるという中でまちなみを一緒につくってい

くというような感じで、いよいよ「まちなみ」という言葉を使えるようになったというの

は非常に大きな局面かなと思っています。それから、「官民共創」というキーワードも、

やっぱり先ほど申し上げたとおり１０年の蓄積の中でこういう言葉が使えるようになった

というのも非常に大きいかなと思っています。 

 それと、今回道路の「みちガイドライン」とも一体的にやったというのも画期的で、こ

れも建設局と計画調整局の仲がいい大阪市だからできることかなと思っています。本当に

これ、ばらばらにやっているところは結構あると思うんですけど、本当に一体的にやろう

としているところはなかなかない。そういう意味でも非常に特徴的だなというふうには思

っています。従来、多分、建築指導行政と土木事業系は一緒にやらないことが多いんだけ

ど、そこを一緒にやっているというのも特徴かなと思っています。 

 私からのお願いという意味では、先ほどもちょっと岡井先生からも出ましたけど、ぜひ

今後も、「まちなみ創造区域」そのものに入ってくるかどうかは私も微妙だとは思うんで

すけど、官民連携でいろいろやっていらっしゃる地区は結構あると思っているんです。例

えばグランフロントだとか、あとは道修町だとか、あまり面として大きくはないかもしれ

ないけど、いろいろやっていらっしゃる地区はありますよね。そういうのをマイクロな地

区で景観の細かい取組を位置づけていくみたいな話が、大阪市でもそろそろやってもいい

のかなという気もしています。だから、それは「まちなみ創造区域」とは呼ばない別の官

民共創型の区域かもしれませんが、そういうこともお考えいただいたらいいかなと思いま

すし、あと例えば、梅田はちょっとまだいろんな再開発とかも動くので、なかなか今景観

としてルールを決めていくのが難しい局面かもしれませんが、一定落ち着いてきたら、梅

田は、例えばグランフロントのエリアなんかは独自でルールを持たれて運用されていらっ

しゃるというのもある。それはそれで運用は回ってはいるんですけど、今、景観計画の中

にはそれが反映されていないという関係性があって、御堂筋と同じように一定定着してき

たら景観計画に載せていくみたいな、そういうやり方を少し定着させていってもいいかな

という気もいたしました。 
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 いずれにしても、この頻度で改訂していただけると、次何するのという目玉を考えなあ

かんということもございますので、ぜひとも、今日いただいたいろんなご意見も含めて参

考にしながら、ぜひ次の展開も。すごい頻度で改訂していく大阪市の景観計画という形で

お願いできればなと思います。 

 ちなみに、今、御堂筋の道路空間再編は、心斎橋のディオール前の辺りは完成の断面が

ご覧になれますので、ぜひ心斎橋に行かれるときにはのぞいていただいたらと思いますし、

先ほどご紹介いただいたイチョウのために、いろいろ実は地中の部分で細工しているとい

うのも、今工事中だとしっかり見られるので、ぜひとも見ていただいたらと思います。 

 私からは以上です。 

 ほか何か言い残したこととかございませんか。よろしいですか。 

○事務局（寺本） 

 計画調整局長の寺本でございます。 

 今、嘉名先生からご紹介もありましたように、１０年前、ちょうど部長の立場でこのガ

イドラインを作らせていただきまして、作った当初は、取りあえずルールがないので別々

でいきますと言ってこれを作らせていただきました。１０年たちまして、今見ていただい

ているガイドラインの後ろのほうに写真をふんだんに入れています。これができてきた成

果でございまして、まさしくデザインガイドラインの協議の中でよいものとしてできてき

たものがこれだけ積み上がってきております。これを広めていくというか、こういうもの

を作ってくださいということをどんどん世間に分かっていただくようなことで、今回これ

を改訂するというのも一つございました。本来でいうと、写真の撮り方というのはなかな

か難しいなというのが正直なところです。やっぱりこれはプロに頼むところは頼んだほう

がいいのかなというのは、これは今後また課題として中でやっていくんですけど、これだ

け積み上がってきているということと、これを広めていって、これを実現してどんどん変

わっていくと、よりよいまちに大阪はなっていくんだろうなという思いで進めているとい

うのが今回のお話の発端の一つでございます。 

 それと、どうしても走りながらスタートを切りましたもので、景観法の立てつけと、そ

れから要綱なりガイドラインでやっている立てつけが必ずしもリンクしない、包含できな

いという部分が見えてきたというのがありまして、今回の検討も令和４年のときからずっ

としていただいているんですけど、１年数か月かかってやっと「まちなみ創造区域」とい

う新たな区域設定という考えから、少し法から外れても読めるんだみたいなところまで今
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回この景観計画で位置づけようという新たな試みかなと思っております。冒頭中嶋先生か

らありましたＧＸのような話は、これからどんどんあちこちで、景観以外にもいろんな課

題というか方向性というのは示されると思うので、そんなものをこれから取り込めるかど

うかも含めて頻度よく見直し、あるいは改訂みたいなところで組み込んでいけたらなと、

こんなふうに思っております。 

 何が何でもこれが一番だということではなくて、よりよいものはどんどん先進的に取り

組むのが大阪市の市風だと思っていますので、今日いるメンバー含めてどんどん新しいも

のにチャレンジしたいなというふうに、今日お話をお聞きしながら感じたところでござい

ます。また、建設局ともいろいろ調整しながらよりよい御堂筋にしていきたいと思います

し、また先ほど嘉名先生からもあったようにグランフロント、それから道修町、それ以外

に先ほどご説明しましたなんば、これも自主ルールを地域の方が真剣に考えていただいて

いますので、こういったものが実際行政の景観計画なりこういう計画にどう取り込めるか

というのがこれから我々の課題かなと思っております。よりよいものはこれと別に、今日

お示しできていませんが読本のほうにもどんどん事例がたまってきておりますので、こん

なものも見ていただきながら、景観というのはこういうふうに変わるんだというところを

見せていければなと、こんなふうに思った次第ですので、委員の先生方につきましては引

き続きご指導いただけたらと、思った次第でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございます。 

○嘉名委員長 

 ありがとうございました。 

 本日、いろんなご意見いただきました。事務局においてはこの意見を踏まえて今後の手

続を進めていただくと。微修正、調整の部分あろうかと思いますけれども、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、議題の（２）のほうに移ってまいりたいと思います。その他についてという

ことで、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（相本） 

 それでは、議題（２）につきましてご説明させていただきます。 

 Ａ４資料２の上段、１ページ目をご覧ください。昨年度３月１３日に６５回都市景観委

員会を開催して以降のこれまでの各部会の開催状況についてご報告いたします。 

 デザイン部会は今年度４月及び７月の計２回開催し、大規模な面的整備に係る検討書に
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ついてご審議いただきました。都市景観資源検討部会は、６月に現地調査、７月に会議を

開催し、都市景観資源の新規登録に向けてご審議をいただきました。 

 続きまして、資料下段、２ページ目をご覧ください。今後の委員会及び部会の予定をご

説明いたします。都市景観委員会につきましては、議題（１）でご説明させていただいた

御堂筋の景観誘導についてに関する内容と、都市景観資源の登録についてに関する内容に

つきまして、今年度秋頃開催する予定でございます。デザイン部会につきましては、今月

８月２５日と来月９月２９日に開催いたしまして、２５日には大規模な面的整備に係る検

討書に関する内容及びデジタルサイネージの実績報告をさせていただく予定です。９月２

９日には大規模な面的整備に係る検討書に関する内容についてご審議いただく予定でござ

います。 

 説明については以上でございます。よろしくお願いします。 

○嘉名委員長 

 各部会の開催状況及び今後の予定について説明ございました。ご意見、ご質問ございま

すでしょうか。よろしいですか。引き続き部会も含めて盛りだくさんでございますので、

委員の先生方、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしましたので、進行を事

務局にお返しいたします。 

○事務局（相本） 

 本日は貴重なご意見をいただきまして本当にありがとうございました。 

 これをもちまして、第６６回大阪市都市景観委員会は閉会させていただきます。どうも

ありがとうございました。  
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